
26-009

電子入札

①一般的事項

②登録工種／細目

③格付等級

 ④所在地区分/規模

⑥その他

④ 積算内訳書（各社の様式をお使いください）

⑤ リサイクル法確認書類※

※印の書類は、当社ＨＰよりダウンロードしてお使いください。

～

～

公表期間

2026年3月2日 9時00分 2026年3月4日 17時00分

開札予定日時

電子入札システムにて、以下の書類をダウンロードできます。
①　仕様書他

2026年2月6日

設計図書等の配布

横浜港一円（荷捌き地、ターミナル用地、在来貨物ターミナル用地、岸壁、物揚場、港湾施設用地、
道路、他）

本工事は、横浜港一円において、舗装、一般土木施設、岸壁附帯施設、給排水施設、外構等を補
修するものです。

　1）緊急補修工
　　(1)　舗装撤去工　　　　　　　　        　　　　　 1式
　　(2)　舗装工        　　　　　　　　　　　　　　　　 1式
　　(3)　区画線工　　　　　 　　　　        　　　　　 1式
　　(4)　フェンス工　 　　　　　　　　       　　　　　 1式
　　(5)　排水構造物工  　　　　　　　　   　　　　　 1式
　　(6)　その他土木構造物の簡易な修繕         1式
　2）点検工　　　　　　　　　　　　　　　　　          12回/年

入
札
参
加
資
格

⑤技術者

舗装 / ａ：一般舗装工事

横浜市有資格者名簿に登録しており、かつ一般競争参加停止措置又は指名停止措置を受けていないこと。

Ａ 

提出書類

① 一般競争入札参加資格確認申請書（兼配置予定技術者調書）※

② ①に記載した資格を証明する書面（建設業法に定める技術検定の合格証明書の写し）、
　　または監理技術者資格者証の写し及び、監理技術者講習修了書の写し　（注）

③ 配置予定技術者の雇用（期間）を確認する書類（保険証の写し等）

ご提出は落札候補者のみとなります。（提出日時は、開札予定日の午後5時00分までです。）

入札方法

入札期間

2026年3月5日

2026年3月5日 9時30分

一般競争入札（条件付）　入札参加概要
入札番号

当該技術者は開札日において、（１）直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、
　（２）当該雇用期間が３か月間経過している者とします。
上記、（１）および（２）を満たす技術者が、開札日において、専任配置を要する他の工事に専任の
技術者として従事している者であっても、当該工事の工期が2026年3月31日までに終了することが
明らかな場合に限り、専任配置を要する他の工事に専任の技術者として従事していない者として取
り扱うものとする。
（注）主任技術者及び監理技術者の設置等については、建設業法第２６条によりご判断ください。

（１）当社電子入札システム入札参加資格者名簿に登録していること。
（２）本件の落札候補者は、入札番号：26-010（本牧）コンテナターミナル他土木施設補修工事入札
及び26-012（大黒・南本牧）コンテナターミナル他土木施設補修工事入札における入札書は無効と
いたします。（取り抜け方式）

件　　　名

2026年4月1日　から　2027年3月31日まで履行期間

横浜港物流等関連施設（土木施設）維持補修工事

履行場所

概　　要

市内 /中小企業

建設業法による主任技術者または監理技術者を専任で配置可能であること。



契約保証 必要 部分払 しない 前金払 する

該当する 入札価格調査 対象

質問受付方法 質問回答方法 当社ＨＰ

質問受付期間 質問回答日時

技術部施設課 ＴＥＬ：045-671-7297

総務部経理課 ＴＥＬ：045-671-7295契約事務担当課

建設工事に係る資材の再資源化に関する法律第９条第１項に規定する対象工事

・本件は、入札価格調査の対象です。
　最低価格入札者が提示した価格が調査基準価格の額を下回る場合、
　　　　技術者１名配置 　　→ ２名に増員、
　　　　前金払４０％　　　　　→２０％に減額、
　　　　契約保証金１０％　　→３０％に増額　　が契約の条件となる場合があります。

・入札結果等は開札後ＨＰで公表します。
・当社契約事務細則第14条に基づき、入札者がいないとき、又は再度入札をしても落札者がいない
時は不落による随意契約となる場合があります。

・再度入札（2回目）提出予定日時：2026年3月5日 10時00分 から 2026年3月6日 9時00分まで
・2回目開札予定日時：2026年3月6日 9時30分

・本件は取り抜け方式で実施します。開札日および工種が同一である下記案件について、記載の
順に開札を行って落札候補者を決定します。ただし、開札順上位の案件で落札候補者となった者
は、次順以降の案件で落札候補者になることはできません（当該案件での入札書を無効とみなしま
す）。
・開札は以下の順で行います。
　①26-010（本牧）コンテナターミナル他土木施設補修工事
　②26-012（大黒・南本牧）コンテナターミナル他土木施設補修工事
　③26-009横浜港物流等関連施設（土木施設）維持補修工事

・本件の契約は、①横浜港埠頭（株）取締役会で「令和8年度事業計画収支予算」が承認されるこ
と、及び②横浜市会において令和8年度歳出予算が可決されること及び③横浜市と横浜港埠頭
（株）の間で「物流等関連施設の管理運営に関する年度協定」及び「物流等関連施設指定管理関
連業務委託」の契約が締結されることを停止条件とします。

2026年2月6日～2026年2月17日 2026年2月20日9時00分

工事担当課

支払条件等

ご質問の取扱い
E-mailによる （doboku@yokohamaport.co.jp）

・本工事の積算基準年月は2026(令和8)年1月としています。ただし労務単価の改定があった場合
には、発注課と請負人との協議に基づき、入札開始日の2026(令和8)年3月基準の労務単価で再積
算して契約変更します。

注意事項

1)いずれかの案件の落札候補者の中から失格・辞退者が生じた場合、他の案件で落札候補者と
なっている事業者は、失格・辞退者が生じた案件の落札候補者になることはできません。この場合、
いずれの案件でも落札候補者となっていない事業者の中から開札結果に応じて落札候補者を決定
します。
（例：上記①の落札候補者が辞退した場合は、上記②③で落札候補者となっていない事業者から
落札候補者を決定します。）
2)応札者が少ない等の事情により取り抜け方式が成立しなかった場合は、通常の入札方式に切り替
えることがあります。

mailto:doboku@yokohamaport.co.jp

